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5 段階の警戒レ ベルと 土砂災害警戒情報 豆 知 識

　 土砂災害は、斜面のある箇所であればどこ でも発生する可能性があり 、また一旦発生すると 尊い生命や

家屋などの貴重な財産を奪う など 、甚大な被害をもたらします。

　 以下の 3 つのこと をチェックして、自分たちで土砂災害から「 いのち」を守り ましょ う !

　 令和元年（ 2019年）6月から 水害や土砂災害に対して、住民の的確な避難行動につなげてもらう ため、

住民のと る べき 避難行動を5段階の警戒レベルに分け、防災気象情報や市町村が出す避難情報などと

の関係を明確にして情報提供

しています。

 　「 土砂災害警戒情報」は、

全員避難と なる「 警戒レベル4

相当情報」に位置づけら れて

います。安全に避難するため、

土砂災害警戒情報は雨の予

測 等によ って 発 表さ れる の

で、発表時には危険な地域を

確認し 、雨が強く ない状況で

あっても 必要な避難行動をお

願いします。

ソ フ ト 対策

 「 まずは」危険な場所を

チェッ ク!
～台風や大雨に備えて～

「 まずは」お住まいの場所や勤め

先などが土砂災害の危険性のあ

る 場所（ 土砂災害警戒区域など ）

かどう か、ハザード マップで確認し

ましょう !

■土砂災害警戒区域及び土砂災害特別

警戒区域(→P2 6 へ)  

　 土砂災害の恐れがある箇所を土砂災害

防止法に基づき区域指定し た箇所です。

■土砂災害ハザード マップ(→P2 9 へ) 

　 災害時にいち 早く 円滑な避難が行える

よう 、土砂災害の恐れのある区域(土砂災

害 警戒区域 及び土砂災害特別警戒区

域)、避難場所、避難経路、気象情報、避難

情報の伝達方法などが掲載さ れた 地図

です。

■土砂災害警戒情報

　 土砂災害がいつ発生しても おかし く な

い状況と なっ たと き に発表さ れます。市

町村長の避難 勧告や住民の自主避難

の判 断の目安と な り ま す。メ ール 配 信

サービスがあり ますので、 事前に登録し

ましょ う 。

（ http ://w w w .sabo.pref.toyama . lg . jp/

mail/index.htm l） ■安全な避難場所や道順をハザード マッ

プ 等で あらかじ め確認しましょう 。

■飲料水・ 食料を 最低3 日分、包帯・ 常備

薬等の救急医薬品、携帯ラ ジオ・ 懐中電

灯等の非常持出品を準備しましょ う 。

■避難場所の連絡先や家族が離れ離れ

になった場合の連絡先（ 近く の知人や親

せきの連絡先）を決めておきましょ う 。

■避難勧告や避難指示（ 緊急）が発 令

さ れたら 、家 族 全員で 早めに 行動し ま

し ょ う 。

■身軽で 暖かい服装で 避難する 時間が

長びく こと があり ますので、なるべく 暖か

い服を着用しましょう 。

■雨量情報

　 土砂災害の多く は雨が原因で 起こり

ます。雨量の情報に注意し ましょ う 。

■気象警報

　 天気予報、台風情報に注意しましょう 。

■地震情報

　 地震によって地盤がゆるみ、土砂災害

が引き 起こ さ れるこ と がある ので 、地震

後の土砂災害の発生に注意しましょ う 。

「 次に」土砂災害が発生し やすく

なる 状況を 確認する ため、以下

の情報を入手しましょ う !

土砂災害の危険や不安を 少しで

も 感じたら 、早め早めに避難しま

しょ う 。また夜間に避難すると 危

険ですので、明る いう ちに、落ち

着いて行動し ましょ う 。 災 害が

起こってからでは、慌てて正し い

判断ができません。「 どのよう に」

逃げる かを 事前に準備しておき

ましょ う 。

1
 「 次に」いつ起こるかを

チェッ ク!
～雨が降り 始めたら ～

2
「 どのよう に」逃げるかを

チェッ ク!
～豪雨になる前に～

3

土砂災害▶

警戒情報

支援システム

ソ フ ト 対策

警戒レ ベル 5

警戒レ ベル 4

警戒レ ベル 3

警戒レ ベル 2

警戒レ ベル 1

既に災害が発生し ている状況です。

命を守るための最善の行動をと り まし ょ う 。
（
国
土
交
通
省
、
気
象
庁
、
都
道
府
県
が
発
表
）

こ れら は、 住民が自主的

に避難行動をと るために

参考と する情報です。

（ 市町村が発令）

災害発生情報

（ 市町村が発令）

（ 市町村が発令）

（ 気象庁が発表）

（ 気象庁が発表）

避難指示（ 緊急）
避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始

警戒レベル 避難行動等 避難情報等 【 警戒レ ベル相当情報】

警戒レ ベル5 相当情報

速やかに避難先へ避難し まし ょ う 。

公的な避難場所までの移動が危険と 思われる

場合は、 近く の安全な場所や、 自宅内の

より 安全な場所に避難し まし ょ う 。

避難に時間を要する人（ ご高齢の方、 障害の

ある方、 乳幼児等） と その支援者は避難をし

まし ょ う 。 その他の人は、 避難の準備を整え

まし ょ う 。

避難に備え、 ハザード マッ プ等により 、 自ら

の避難行動を確認し まし ょ う 。

災害への心構えを高めまし ょ う 。

等大雨注意報

等

早期注意情報

全員避難

高齢者等は避難

大雨特別警報

警戒レ ベル4 相当情報

等土砂災害警戒情報

警戒レ ベル3 相当情報

等大雨警報

▲土砂災害警戒区域

　 イメ ージ

土砂災害警戒区域
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土砂災害防止法について1
　 土砂災害から 国民の生命を守るために、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難

体制の整備、建築物の構造規制、既存住宅等の移転促進等のソフト 対策を推進する 法律であり 、平成11

年（ 1999年）広島での大規模な土砂災害を受け、平成13年（ 2001年）4月に施行されました。富山県におい

ても 、本法に基づき 土砂災害警戒区域等の指定を推進し 、土砂災害の防止に努めています。

土砂災害警戒区域
土砂災害のおそれがある 区域

◆土砂災害防止法適用の流れ

①基礎調査の実施

②区域の指定

土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域のう ち 、 建

築物に損壊が生じ 、 住民の生

命、 身体に著し い危害が生じ

る おそれがある区域

③実施さ れる内容

警戒避難体制の整備 建築物の移転等の勧告

特定開発行為に対する許可制建築物の構造規制

■土石流

山腹が崩壊し て生じ た土石等又は渓流の土石等が水と 一体と
なっ て流下する自然現象

■急傾斜地の崩壊

傾斜度が3 0 度以上である土地が崩壊する自然現象

■地滑り

土地の一部が地下水等に起因し て滑る自然現象

又はこ れに伴っ て移動する自然現象

こ んな場所が区域指定の対象と なり ます。

　 土砂災害から 生命を 守る
ため、災害情報の伝達や避
難が早く できるよう に地域
防災計画に定められ、 警戒
避難体制の整備が図ら れ
ます。【 市町村等】

　 こ の「 基 礎 調査」は、県
が急傾斜地の崩壊等のお
それがある土地の地形、地
質等及び土砂災害の発生
のおそれがある 土 地の利
用状況等について 調査す
るも のです。

　 知事が基礎調査を も と
に土砂災害のおそれがある
区域を指定します。

　 土砂災害警戒区域に指定されると 、市町村地域防災計画に、土砂災

害警戒区域ごと に警戒避難体制に関する事項が定められ、こ れに基づ

き円滑な警戒避難が行われるよう 、住民への周知が図られます。

　 また、特別警戒区域ではさらに、特定の開発行為に対する許可制、建

築物の構造規制、建築物の移転等の勧告及び支援措置等が講じられ

ます。

　 住宅宅地分譲や災害時
要援護者関連施設の建築
のための行為は、 基準に
従ったも のに限って許可さ
れます。

【 都道府県】

　 居室を有する建築物は、建
築基準法に定められた、作用
すると 想定さ れる 衝撃等に
対して建築物の構造が安全
であるかどう か建築確認がさ
れます。【 都道府県または市町村】

　 著し い損壊が生じ るおそ
れのある建築物の所有者等
に対し 、 移転等の勧告が図
られます。
移転等については住宅金融
機構の融資等の支援を受け
られます。【 都道府県】

警
戒
区
域
で
は

特
別
警
戒
区
域
で
は
さ
ら
に
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土砂災害警戒情報のし く み 豆 知 識

土砂災害警戒情報と は1
　 土砂災害警報情報は、 降雨によ

る 土砂災害の危険が高まったと き

に市町村長が避難勧告等を 発令

する 際の判断や、 県民の自主避難

の参考と なるよう 、 都道府県と 気

象庁が共同で発表している防災情

報です。

　 土砂災害警戒情報は、テレビ ・ ラジオや防災無線のほか、気象庁ホームページ、各都道府県の砂防部局

などのホームページなどでも 確認できます。

　 雨が降り 出したら 、大雨警報や土砂災害警戒情報等の防災気象情報に注意しましょう 。土砂災害警戒情

報が発表されたら 、市町村が発表する避難勧告等に注意し 、いつでも 行動できるよう に心構えましょう 。

危険を感じたら自主的に避難することも 重要です。

　 都道府県と 気象台は、土砂災害警戒情報の発表基準を 、過去の土砂災害発生・ 非発生時の雨量デー

タをもと に、地域ごと に設定しています。設定に当たって、土砂災害は、地中にたくさんの雨が貯まったと

ころに強い雨が降ると 、発生し やすく なると いう 特徴があること が考慮されています。

　 気象庁の解析雨量等をスネーク ラインでグラフ化してリ アルタイムで監視し 、避難に必要な時間を考慮

して、2 時間先までに発表基準線を越えると 予測される 場合に、土砂災害警戒情報を発表します。

　 スネーク ラインは次ページの県システムでご 覧になれます。

大雨のと きには、 土砂災害警戒情報に注意し まし ょ う

◆土砂災害警戒情報の伝達フ ロ ー

◆土砂災害警戒情報の発表基準

6 0
分
間
積
算
雨
量

（
短
期
降
雨
指
標
）

土壌雨量指数（ 長期降雨指標）

○長期降雨指標
　 土壌雨量指数

降っ た雨が土壌中に水分

量としてどれだけ貯まって

いるかを指数化し たも の

○短期降雨指標
　 解析雨量（ 6 0 分間積算雨量）

国交省、気象庁のレーダー

雨量を 国交省、気象庁、都

道府県の雨量計で 補正し

て解析し た雨量
危険度小 危険度大

1 時間前スネーク ラ イン

土砂災害警戒情報の発表基準線

（ 過去の土砂災害等をも と に設定）

2 時間前

3 時間前

実況

2 時間後予測

1 時間後予測

母岩

表面流出

降っ た雨が土壌中を 通っ て流れ出る様子
（ イ メ ージ）

地下水流出

表層浸透流出

貯留
浸透

土砂災害警戒
情報発表
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自主避難
（ 東山公民館）

倒壊し た東山神社

土砂災害警戒情報支援システムの整備2

土砂災害警戒情報による避難事例（ 魚津市東山）3

　 富山県では土砂災害から 県民の尊い生命や貴重な財産を守るために、砂防

堰堤等の整備を 進めてきていま すが、未だ十分と は言えない状況にあり 、土砂

災害の被害を最小限に抑えるため、ハード 整備と と も に、ソ フト 対策として土砂

災害警戒情報支援システムの整備を行っています。

　 こ の情報を補足するため、平成20年6月から「 富山県土砂災害警戒情報支援

システム 」を構築し 、インターネット を通じ 、「 雨量メッシュ情報」や「 警報注意報・

土砂災害警戒情報の発表状況」、「 危険度状況図」、「 スネーク ライン 」などを提

供しています。また平成21年（ 2009年）4月より 、携帯電話にて、「 雨量メッシュ情

報」や「 土砂災害警戒情報等の発表状況」などが確認できる「 砂防モバイルサー

ビス 」を運用開始し 、土砂災害防止に向け、更なる 情報提供に努めています。

パソ コ ン： 土砂災害警戒情報支援システム

http://www.sabo.pref .toyama.lg.jp/

携帯電話： 砂防モバイ ルサービス

　

http://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/m/

◆土砂災害警戒情報支援システム

◆砂防モバイ ルサービ ス

SA B O  I N  T O YA M A

〇魚津市では、午後10時30分に土砂災害警戒情報が発表され、県から市防災部局や消防

部局に電話・ FAX及びメ ールにて情報伝達された。

〇こ れを受け、市から 速やかに地域の自主防災組織のリ ーダーや区長への連絡を行った。

（ 夜間の避難による２ 次災害を懸念し 、避難勧告は発令せず）

○その後、住民が前兆現象（ 木が折れるよう な音等）に気づき 、災害発生前に公民館に自

主避難を行った。（ 区長の呼びかけが前兆現象の早期発見や自主避難に繋がった）

【 災害の経緯】 平成2 6 年（ 2 0 1 4 年）7 月1 9 日

PM 1 0： 3 0 　 　 土砂災害警戒情報発表

PM 1 0： 3 0 　 　 市から 区長等へ連絡

PM 1 1： 0 0 頃　 住民が前兆現象を 確認し 、土砂災害警戒区域外の公民館へ

　 　 　 　 　 　 　 自主避難（ １ ５ 世帯４ ０ 人）

AM 0： 0 0 頃　 土石流が発生し 神社が倒壊

倒壊し た東山神社 【 現地の方の声】
● 山から バリ バリ と 木が折れる

音が聞こ えた。

● たい肥のも っ と 腐っ た臭いが

強く なり 、身の危険を 感じ た。

● 土砂が崩れて 、家が埋ま っ て

し まう んじ ゃ な いかと すごく

怖かっ た。

● こ のまま 家にいたら ダメ と 思

い逃げなく てはと 思っ た。

80

60

40

20

0

320

240

160

80

0

1
時
間
降
水
量
（
ミ
リ
）

積
算
降
水
量
（
ミ
リ
）

アメ ダス魚津

12 13 14 15 16 17

2014/7/19 2014/7/20

18 0 1 2 3 4 5 619 20 21 22 23

1時間降水量（ ミ リ ）
積算降水量（ ミ リ ）

A M 0 :0 0 頃 土石流発生

P M 1 1 :0 0 頃 自主避難開始

PM 1 0 :3 0  土砂災害警戒情報
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土砂災害ハザード マッ プ1

避難確保計画2

　「 土砂災害ハザード マップ」は、 災害時にいち

早く 円滑な避難が行えるよう 、土砂災害の恐れ

のある 区域（ 土砂災害警戒区域及び土砂災害

特別警戒区域）、避難場所、避難経路、気象情

報、避難情報の伝達方法などが掲載さ れた地

図です。  

　 自宅や勤め先などを事前にハザード マップで

確認していただき 、土砂災害への警戒や避難に

役立てていただくことを目的としています 。

  ハザード マップは、市町村ホームページ等で公

開されていますので、詳細については、お住まい

の市町村でご確認く ださい。

　 要配慮者利用施設※の避難体制の強化を図るため、土砂災害防止法が平成29年（ 2017年）6月19日に

改正され、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、「 避難確保計画の作成」及

び「 避難訓練の実施」が義務付けら れました。

※社会福祉施設、学校、医療施設その他の主と して防災上の配慮を 要する 者が利用する 施設。避難確保計画の作成等が義務

付けは、土砂災害警戒区域内に立地し 、市町村地域防災計画に位置付けら れている施設。

「 避難確保計画」と は、土砂災害が発生するおそれがある 場合における 利用者の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。

土砂災害ハザード マップの例▶

施設管理者等は、作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を実施する 必要があり ます。

ハザード マップ等の活用のほか、土石流が流れてく ると 予想される 区域や危険な急傾斜地から 離

れる方向に速やかに避難するなど 、土砂災害警戒区域の実情に応じ た避難訓練が実施されるこ

と が重要です。

避難確保計画

避難訓練の実施

防災体制

そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を 図る ために必要な措置に関する 事項

避難誘導 施設の整備 防災教育及び訓練の実施
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土砂災害防止に関する啓発活動

砂防指定地等の管理

砂防ボラ ンティ ア団体と の連携

雪崩防災週間

　 砂防指定地、地すべり 防止区域、急傾斜地崩壊危険区域は、一定の傾斜や高さ 、人家の密集度を満たす危険箇所の

内、土砂災害を防ぐ ための施設を設置したり 、土砂災害を引き 起こすよう な行為を制限する 場所を指定しています。指定

地の管理にあたっては、それぞれの法律や県の条例等に基づいて、標柱及び標識により 許可が必要な区域を地域住民の

方にお知ら せすると と も に、指定区域の状況を監視するためにパト ロールを実施しています。

　 土砂災害の恐ろしさや砂防施設の役割等を県民に広く 周知・ 啓発し 、土砂災

害防止月間（ 6月1日～6月30日）を中心に、土砂災害防止に関する 様々な啓発

活動に取り 組んでいます。

　 国土交通省及び都道府県では、毎年12月1日から12月7日を雪崩防災週間と

し 、雪崩災害に関する 防災知識の普及・ 啓発のほか、雪崩災害に対する 警戒

避難体制の推進を図るため、様々な活動を行っています。

　 土砂災害防止に対する県民の理解と 関心を深め、防災知識の普及や警戒避難体制の整備を 促進すること により 安全

で安心な暮らし を確保するため、NP O法人富山県砂防ボランティ ア協会と 連携協力し 、「 子ども 砂防教室」「 防災講習会」

「 危険箇所点検」「 砂防技術講習会」などを実施し 、幅広い世代の多く の県民の方々に啓発活動を展開しており ます。

　 土砂災害の状況や砂防施設の役割等

について 、パネルや模型の展示等によ

り 、土砂災害を県民に分かり やすく 紹介

するため、毎年、県内のイベント 施設等

で「 砂防フェ ア」を開催しており ます。

　 県内の小学生を

対 象 に 砂 防 施 設

の 重 要 性 や 防 災

知識の普及を 図っ

ています。

　 梅 雨 時 期 前を 中

心に、市町村・ 警察・

消防等と 合同で 、土

石流、地すべり 、急傾

斜 の危険 箇 所や砂

防 施 設 等 の点検を

実施しています。

　 土の採取に伴う 土砂の崩壊、流出等によって災害の発生するおそれがある土地の区域について知事が

指定します。一定以上の土の採取行為が届出制と なり ます。

砂防指定地

急傾斜地崩壊危険区域

　 治水上砂防のため砂防設備を要し 、また

は一定の行為を禁止もしく は制限すべき土

地について国土交通大臣が指定します。

　 土砂災害の防止工事を実施するほか、土

砂災害の防止に有害な一定の行為が許可

制となります。

　 崩壊により 相当数の居住者その他の者に危

害が生ずるおそれのある急傾斜地及びこれに

隣接する土地のう ち、一定の行為を制限する

必要がある土地について知事が指定します。

　 急傾斜地の崩壊防止工事を実施するほか、

急傾斜地の崩壊防止に有害な一定の行為が

許可制となります。

地すべり 防止区域

土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

　 地すべりしている区域、又はその恐れの

きわめて大きい区域及びこれらに隣接す

る区域のう ち地すべりを誘発、助長する区

域について主務大臣が指定します。

　 地すべりの防止工事を実施するほか、地

すべり の防止に有害な一定の行為が許可

制となります。

　 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住

民等の生命又は身体に危害が生じ る恐れ

がある区域について、知事が指定します。

　 土砂災害警戒区域では、警戒避難体制

の整備等が図られ、土砂災害特別警戒区

域では建築物の構造規制や特定の開発

行為が許可制となります。

土の採取を 規制する 区域

●砂防フ ェ ア

●子ども 砂防教室 ●危険箇所点検
　 地域の防災リ ー

ダーの育成や県民

の 防 災 知 識 の 向

上のため、地 域単

位での防災講習会

を実施しています。

●防災講習会

要配慮者利用施設へのパンフ レ ッ ト の配布

6 月1 日～7 日

がけ崩れ防災週間

6 月1 日～3 0 日

土砂災害防止月間

SA B O  I N  T O YA M A

1 県内の市町村役場及び主要なスキー場におけるポスタ ーの掲示

2 要配慮者利用施設へのチラ シやパンフ レッ ト の配布

3 雪崩対策施設の点検

主な

活動内容
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◆富山県の地形図◆河川縦断勾配の比較図

（ 富山地方気象台より 提供）

（ 1980～2010平均）

気象2

地形1

　 富山県の気象は、冬期に降水量の多い日本海型気候で、海岸から 20 ～ 30km の近距離に高山岳地帯

を有するため、 斜面に沿って上昇気流が発生し 、 こ れに地形性降雨が加わり 雨量分布は複雑なも のと

なっています。年間降水量は平野部で約 2,400mm、山地では冬期の降雪により 約 3,400mm と なっており 、

全国平均を大きく 上回る 有数の降水・ 積雪地域です。
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　 富山県の地形は、東・ 南・ 西を高い山に囲まれ、北は富山湾に面し 、県土のう ち標高100m以上の山地及

び丘陵は県全体の約72％を占めています。

　 東部は飛騨山脈の北部を占める立山・ 後立山連峰の2,500m～3,000m級の峰々が、南部には2,000m

以下の飛騨高原山地が連なっていま す。そこ に源を発する 黒部川・ 常願寺川等の諸河川は、全国有数の

急流河川と なって富山湾に注いでいます。

　 西部は500m以下の低山地及び丘陵地帯で構成されています。

富山の土砂災害

黒部川

片貝川

富山市

富山市八尾町

2 ,0 0 0 m

1 ,0 0 0 m

2 0 0 m

5 0 m
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月
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願
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氷見市

3

通称「 ト ロッ コ 列車」と 呼ばれ、砂防工事に携わる人々や、工事用資

材等の運搬、立山カルデラ 砂防体験学習会に活躍しています。

野外ゾーン2

　 こ の博物館は立山の風土、と く に立山カルデラ の自然と

そこ で行われている 砂防事業が、富山平野を土砂災害から

守ってきたこと を紹介すること により 、人間の努力と 英知で

ある 砂防の普及に努め、自然環境保全や土砂災害防止に

対する 県民意識の向上に寄与するこ と を目的と して、富山

県と 建設省（ 現国土交通省）が共同で整備を行い、立山黒

部アルペンルート の玄関口である 立山町千寿ヶ 原に、平成

10年（ 1998年）6月30日に開館しました。

博物館の基本構成1
野外ゾーン
立山カ ルデラ 他

屋内展示
常設展示/大型映像

屋内の展示・ 映像を通し て理解し

た立山カルデラ を体験学習会に参

加する事によっ てより 具体的に理

解し ます。

立山カ ルデラ

砂防博物館

◆砂防工事専用軌道

◆立山カ ルデラ 全景 

砂防工事により 緑が回復し 、

茶色の山肌が少なく なっ てきています。

祐延湖

有峰湖

至岐阜

有峰記念館

立山砂防
事務所

立山山麓スキー場

立山博物館■

大
山
歴
史

民
俗
資
料
館

砂
防
専
用
軌
道

桂台

地鉄立山駅

弥陀ヶ原

水谷平

水谷出張所

白岩
砂防えん堤

称
名
滝

立
山
黒
部

ア
ル
ペ
ン
ル

ト

立
山
温
泉
跡

室堂

工事用道路

有峰トンネル六九谷
有峰林道

（ 真川線）

折立トンネル

北ノ俣岳薬師岳

立山カ ルデラ

鷲岳

至黒部ダム

立山

湯
川

多
枝

原

真川

和
田
川

有
峰

林
道（

小
見

線
） 有

峰
林

道（
小

口
川

線
）

至富山

立山カ ルデラ

砂防博物館

小
口

川

鳶崩れ

称
名

川

常
願
寺
川
　
　

本
宮
砂
防
え
ん
堤

白岩下流展望台から の眺め

現地そのも のが野外展示物

■野外ゾーン

【 立山カルデラ 地域】

【 称名地域】

【 有峰地域】

【 立山山麓地域】

【 常願寺川扇状地】

■立山カ ルデラ 砂防体験学習会

立山カ ルデラ を 訪れ、自然・ 歴史と 砂防について現地見学し ます。

（ 7 月～1 0 月）

●参加資格

1 .小学校3 年生以上（ 小・ 中学生は保護者同伴）

2 .階段や坂道、 2 k m 程度の歩行、 バス乗車に耐えら れる健康な方

※参加者負担金あり

●申込み方法

TO YAM A

知ら れざる も う ひと つの立山を紹介する

立山カルデラ砂防博物館

せん　 じ ゅ 　 が　 はら

事前に応募はがき、またはホームページから 申し 込みく ださ い。

※詳し く は博物館受付や県内市町村窓口にある応募のてびき、または博物館ホームページ

（ h t tp ://w w w .ta te c a l.o r.jp /） をご参照く ださ い。
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展示案内3

調査研究4

普及事業5

　 氷河と は、「 重力によって長期間にわたり 連続して流動する雪氷体（ 雪と 氷の大きな

塊）」と 定義さ れ、厚い氷体を持つこと 、氷体が流動しているこ と がその条件と なり ま

す。こ れまで日本には「 氷河」は存在し ないと 言われてきましたが、立山の万年雪の中

には厚い氷体を持つも のがあること は知ら れていました。

　 立山カルデラ 砂防博物館の研究チームは、こ れら の大規模な万年雪の中で現在で

も 氷河と して活動しているも のが存在し ないか確認調査を行い、その結果、立山・ 剱

岳の3つの万年雪は現存する氷河と 学術的に認めら れました。

　 こ れにより 、北アルプスに「 氷河を抱く 山」としてのロ マンと 魅力が新たに加わり まし

た。（ 平成30年（ 2018年）1月に立山連峰で新たに2つの氷河が確認され、県内の氷河

は5カ所と なり ました。）

砂防常設展示

立山カ ルデラ の砂防事業（ 立山砂防の歴史、 ト

ロ ッ コ 列車、 重要文化財・ 白岩堰堤砂防施設

など）について紹介し ています。

S A BO 展示室

立山カ ルデラ の自然（ 地質・ 生い立ち 、 動植

物、 雪氷な ど）と 歴史（ 常願寺川流域の水害、

立山登山、 山岳ガイ ド ）などについて紹介し て

います。

立山カ ルデラ 展示室

●立山連峰に日本初の氷河を 確認

立山
剱岳
三ノ 窓雪渓（ 氷河）

小窓雪渓（ 氷河）

三ノ 窓雪渓（ 氷河）

小窓雪渓（ 氷河）

御前沢雪渓（ 氷河）

　 立山・ 立山カルデラ 周辺と 常願寺川流域の自然や砂防事業について理解を

深めるフィ ールド ウォッ チング（ 自然観察会） を開催し ています。 また、 学校

や様々な団体と 連携し て、 博物館のテーマに関する 出前講座や課外授業、 講

演会等の活動も 行っています。

フィ ールド ウォッ チング　 春の立山・ 雪の大谷

知ら れざる も う ひと つの立山を 紹介する 　 立山カ ルデラ 砂防博物館

SA B O  I N  T O YA M A

重要文化財に指定された常願寺川砂防施設（ 白

岩堰堤・ 泥谷堰堤・ 本宮堰堤） について紹介し

ています。

さ ん の まど

こ まど
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富山平野を守る歴史的砂防施設群1

「 立山砂防」の世界遺産登録に向けて2

ソ フ ト 対策
TO YAM A

　 常願寺川には、建設後80年以上経過し 、今なお要の構造物として機能していること などから 、歴史的、文

化的価値が評価され、国の文化財として指定、登録されている 砂防施設があり 、富山平野を守っています。

じょ う が ん じ が わ

　 立山には、国指定重要文化財

「 常願寺川砂防施設」をはじ め厳し

い自然環境の中で下流の住民を災

害から 守り 続けてき た学術的に価

値の高い近代砂防施設群が存在

しま す。富山県では、防災遺産と し

て砂防施設群の価値に着目し 、世

界文化遺産登録を目指して様々な

活動を展開しています。

　 平成21年（ 2009年）6月に「 白岩堰堤」が砂防施設として初の国指定重要文化財に、平成29年（ 2017年）11月に「 本宮堰

堤」、「 泥谷堰堤」が追加され、「 常願寺川砂防施設」として新たに指定されました。平成29年（ 2017年）12月には、立山砂防工

事専用軌道を加え、日本イコモス国内委員会により「 日本の20世紀遺産20選」に「 立山砂防施設群」として選定されました。

◆白岩堰堤　 富山市・ 立山町
し ら いわ

　

◆本宮堰堤　 富山市・ 立山町
ほんぐ う

◆泥谷堰堤　 富山市
どろだに

カ ルデラ 出口に昭和14 年（ 19 3 9 年）に設置され

た立山砂防の主役的存在の砂防堰堤で、堰堤の

高さ 6 3 mは、日本一を誇っています。水源部から

の土砂の流出を防止し 、下流河状の安定に大き

な効果をあげています。

常願寺川中流域において昭和12 年（ 19 3 7年）に設置され

た砂防堰堤で貯砂量5 0 0 万㎥は日本最大級を誇っていま

す。上流から流出してく る土砂を調節し 、下流の富山市、立

山町、舟橋村等の地域を土砂災害から 守っています。

泥谷堰堤は、常願寺川の砂防事業の基幹をなす

も ので、渓岸浸食や不安定土塊の移動防止のた

め、昭和5 年（ 19 3 0 年）から 昭和13 年（ 19 3 8 年）

にかけてつく られた砂防堰堤です。標高差12 2 m、

延長4 5 7mの区間に、砂防堰堤2 0 基及び床固3

基が階段状に連続して築かれています。

貯砂量5 0 0 万㎥
（ 日本最大級）
1 9 3 7 年完成

本堰堤の高さ 6 3 m
(日本一)

総落差1 0 8 m
1 9 3 9 年完成

2 0 0 9 年9 月
砂防施設として初の
国重要文化財に指定

延長1 8 km 、標高差6 4 0 m
国登録記念物(軌道敷地)

緑を 創出
2 2 基の堰堤群
1 9 3 8 年完成

1 9 3 3 年 2 0 0 7 年
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泥谷堰堤

立山砂防工事専用軌道

防災大国日本のモデル

「 立山砂防」の世界文化遺産登録の推進

平成11年6月 7日　 登録有形文化財登録
平成21年6月30日　 重要文化財指定（ （

平成11年 8月23日　 登録有形文化財登録
平成29年11月28日　 重要文化財指定（ （ 平成14年 6月25日　 登録有形文化財登録

平成29年11月28日　 重要文化財指定（ （
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　 富山県は、東南西の三方を高い山々に囲まれ、北は富山湾に面しています。

　 3,000m 級の高山に源を発する 河川は、 急峻な山岳地帯を流れ下り 、 一気に平野部を貫いて海に注いでお

り 、全国でも 有数の急流河川と なっています。

　 こ れら の河川は、富山県の産業や文化の発展に大きく 寄与する反面、たびたび洪水を起こして人命や財産に

脅威を与えてきました。

　 このため、富山県では、安全で住みよい県土づくり をめざして、明治 16 年（ 1883 年）の置県以来、砂防事業

を含めた治水に取り 組み、大正年間からは発電などの利水をすすめ、近年は環境等にも 配慮した親水を積極

的に推進しています。

　 本県の砂防事業は、明治 39 年（ 1906 年）に着手して以来、110 年以上経過しますが、「 地域の発展」や「 地

域の活性化」を支える 根幹の事業として今後と も 着実に推進していく 必要があり ます。

　 この冊子は砂防関係事業を県民の皆様に理解いただく一助と なることを願って作成いたしました。

　 砂防事業に対する皆様のご 理解と ご 支援を賜れば幸いです。

1

,

富山湾
（ 最深部水深 1 ,0 0 0 m 超）

高低差 4 ,0 0 0 m
直線距離 5 0 k m

立山（ 3 ,0 1 5 m ）

北陸自動車道

富山県庁

常願寺川
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国際防災学会イ ンタ ープリ ベント 2 0 1 8 の開催3

●概要

SA B O  I N  T O YA M A
防災大国日本のモデル　「 立山砂防」の世界文化遺産登録の推進

　 平成30年（ 2018年）10月1日から 4日の4日間、富山国際会議場において、「 国際防災学会インタープリ ベント 2018」が開催さ

れました。

　 富山県では「 立山砂防」の世界文化遺産登録に向けて、その歴史的防災遺産の国際的評価の検証・ 確立の推進に取り 組

んでいます。インタープリ ベント には海外から多く の防災専門家が参加すること から 、立山砂防の世界的価値をアピールする

絶好の機会として、その顕著な普遍的価値をＰ Ｒしました。

　 インタープリ ベント には、世界の27の国と 地域から 492人（ う ち外国人130人）の砂防技

術者、研究者、行政関係者等が参加し 、「 変動帯における大規模な土砂災害と 減災対策」を

主なテーマに、10件の基調講演、30件の口頭発表、115件のポスター発表、パネルディ ス

カッショ ン、立山砂防の見学をはじ めと する 現地視察研修、行政展示、企業展示などを4日

間にわたり 実施されました。

 また、無料公開された10月1日の開会式及び基調講演には、257人の県民の皆さんにも ご

参加いただきました。

●富山宣言

　 閉会式において、土砂災害防止の一層の進展に向けた技術開発と その適用を効果的に

進め、経験・ 知見・ 技術を世界的な共有の一層の促進を 図る ために、インタープリ ベント

2018の要約と 提言として「 富山宣言」が採択されました。

　 この富山宣言において、

「 立山砂防は、こ れまで長い間、富山を守ってきており 、

１ 　 災害が多い日本で生まれた防災の総合技術、

２ 　 最も 厳し い自然環境のもと 、総合的な水系管理技術の近代における1つの到達点、

３ 　 世界中の中山間地に適用し 得る 普遍性のある 防災技術、

　 であると 考えら れる 。

　 そのため、立山砂防は顕著な普遍的価値を有しており 、今後世界の人々の参考と なるよ

う 、人類共通の遺産として共有していく べきも のである 。」

　 と 高い評価を受け、立山砂防の価値が世界に向けて発信されました。

開会式

当時の施工状況

源頭部での調査状況

西ノ 谷の石積堰堤 西五ノ 谷の水路張石工

知事への開催報告（ 富山宣言の手交）

立山カルデラ 源頭部で約1 0 0 年前の県営砂防施設が現存 豆 知 識

○国土交通省立山砂防事務所では平成30年度に立山カルデラ の源頭部において、明治39年（ 1906年）から 20

年間行われた県営砂防施設の現存状況把握の調査を実施しました。

○西ノ 谷の支川や湯ノ 谷の上流部など砂防施設が設置された可能性が高いと 考えら れる 地域を中心に調査を

進め、新たに21施設の堰堤工、山腹工、水路張石工を確認しました。
※平成19～21年度にも 県営砂防施設を調査し 、 一部の施設は確認済み
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土砂災害1 1 0 番

対応機関名 電話番号

富山県庁砂防課 

新川土木センタ ー

新川土木センタ ー　 入善土木事務所

富山土木センタ ー

富山土木センタ ー　 立山土木事務所

高岡土木センタ ー

高岡土木センタ ー　 氷見土木事務所

高岡土木センタ ー　 小矢部土木事務所
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古紙配合率1 0 0 ％再生紙を使用し ています

〒930-8501  富山県富山市新総曲輪1-7　 TEL（ 076）431-4111㈹　 TEL（ 076）444-3341（ 直通）

 砂防課のホームページ　 http://www.pref .toyama.lg.jp/cms_ sec/1505/index.html

 メ ールアド レ ス　 asabo@pref .toyama.lg.jp
（ 令和2年9月作成）
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